
 

レセ電通信医 24004 号   

平 成 2 4 年 4 月 1 7 日   

 

レセプト電算処理システム関係メーカ等 各位 

 

支 払 基 金 シ ス テ ム 部  

国保中央会レセプト電算部  

 

 

記録条件仕様の厚生労働省ホームページ（診療報酬情報提供サービス）

への掲載について 

 

このことにつきましては、平成２４年４月診療報酬改定等に伴い、「オンライン又は光ディ

スク等による請求に係る記録条件仕様」（医科用及びＤＰＣ用）及び「オンラインによる一次

請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに再請求ファイルに係る記録条件仕様」

（医科用及びＤＰＣ用）が改正され、本日、厚生労働省ホームページ（診療報酬情報提供サ

ービス）に掲載されましたのでご連絡します。 

なお、変更点については別紙１から別紙４のとおりです。 
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「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに

光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」の一部改正に

ついて 

 

 

別添１－１ オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用） 

 

 

１ 第１章の３（４） オ（ア） 診療行為レコード中の 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 診療行為の点数又は金額を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数又は金額を記録しない場合は、記録

を省略する。 

 

 

 

 

 

 

                                                      」 

  を 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 診療行為の点数又は金額を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数又は金額を記録しない場合は、記録

を省略する。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                 」 

  に 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 診療行為の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

                                                 」 

  を 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 診療行為の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単

位内の回数は、同一

の回数を記録する。

２ 回数は、算定日情

報の１日の情報から

３１日の情報の合計

値と一致する。ただ

し、平成２４年３月

診療以前分について

は、その限りでない。

                                                  」 

  に 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療

分までの間記録を省

略する。ただし、診療

報酬明細書の記載要

領の各規定により摘

要欄に算定日を記載

することとされてい

る項目については、コ

メントに記録する。 

   」 

   を 
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「 

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提供

者レセプトについて

は、省略しても差し

支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各規

定により摘要欄に算

定日を記載すること

とされている項目に

ついては、コメント

に記録する。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１日

の情報の合計値は、

回数と一致する。た

だし、平成２４年３

月診療以前分につい

ては、その限りでな

い。 

                                                     」 

に改める。 
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 ２ 第１章の３（４） オ（イ） 医薬品レコード中の 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 医薬品の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 

 

 

 

 

                                                      」 

  を 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 医薬品の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                 」 

  に 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 医薬品の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

                                                      」 

  を 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 医薬品の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単

位内の回数は、同一

の回数を記録する。

２ 回数は、算定日情

報の１日の情報から

３１日の情報の合計

値と一致する。ただ

し、平成２４年３月

診療以前分について

は、その限りでない。

                                                      」 

  に 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療

分までの間記録を省

略する。ただし、診療

報酬明細書の記載要

領の各規定により摘

要欄に算定日を記載

することとされてい

る項目については、コ

メントに記録する。 

                                                     」 

 を 
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「 

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提供

者レセプトについて

は、省略しても差し

支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各規

定により摘要欄に算

定日を記載すること

とされている項目に

ついては、コメント

に記録する。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１日

の情報の合計値は、

回数と一致する。た

だし、平成２４年３

月診療以前分につい

ては、その限りでな

い。 

                                                   」 

に改める。 
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３ 第１章の３（４） オ（ウ） 特定器材レコード中の 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 特定器材の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 

 

 

 

 

                                                           」 

  を 

「 

点数 数字 ７ 可変 

１ 特定器材の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                           」 

  に 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 特定器材の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

                                                           」 

  を 

「 

回数 数字 ３ 可変 

１ 特定器材の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単

位内の回数は、同一

の回数を記録する。

２ 回数は、算定日情

報の１日の情報から

３１日の情報の合計

値と一致する。ただ

し、平成２４年３月

診療以前分について

は、その限りでない。

                                                           」 

  に 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療

分までの間記録を省

略する。ただし、診療

報酬明細書の記載要

領の各規定により摘

要欄に算定日を記載

することとされてい

る項目については、コ

メントに記録する。 

」 

 を 
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「 

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提供

者レセプトについて

は、省略しても差し

支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各規

定により摘要欄に算

定日を記載すること

とされている項目に

ついては、コメント

に記録する。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１日

の情報の合計値は、

回数と一致する。た

だし、平成２４年３

月診療以前分につい

ては、その限りでな

い。 

                                                   」 

に改める。 
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４ 第１章の３（４） オ（オ） 日計表レコード 

「 

レコード識別情報 英数 ２ 固定  “NI”を記録する。  

 １日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

 

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

注 摘要情報（医薬品レコード）の点数及び回数が記録されているレコードの次に記録する。            

 」      

  を 
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「 

レコード識別情報 英数 ２ 固定  “NI”を記録する。 

 １日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療

以前分の場合に記録

する。 

   注１ 平成２４年４月診療以降分の場合、当該レコードは記録しない。 
    注２ 平成２４年３月診療以前分の場合、摘要情報（医薬品レコード）の点数及び回数が記録されている 

レコードの次に記録する。   

」      

 に改める。 

 

 

 



 1

「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに

光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」の一部改正に

ついて 

 

 

別添１－２ オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（DPC 用） 

 

 

１ 第１章の３（４） コ 患者基礎レコード中の 

「 

入

退

院

情

報 

前回退院年月日 数字   ７ 可変

１ 当該保険医療機関において入院歴がある

場合、前回の退院年月日を和暦で年号区分コ

ード（別表４）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

                                                     」 

  を 

「 

入

退

院 

情 

報 

前回退院年月日 数字   ７ 可変

１ 当該保険医療機関において入院歴がある

場合、前回の退院年月日を和暦で年号区分コ

ード（別表４）を含めた形で記録する。ただ

し、診断群分類番号の上６桁が同一である診

断群分類での３日以内の再入院が行われた

場合、それ以前の退院年月日を記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

                                                    」 

に 

「 

入

退

院 

情 

報 

前回同一傷病での入院

の有無 
数字   １ 可変

１ 当該保険医療機関において前回と同一傷

病で入院した場合は、“1”（有）を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

 

                                                     」 

  を 

「 

入

退

院 

情 

報 

前回同一傷病での入院

の有無 
数字   １ 可変

１ 当該保険医療機関において今回入院時の

入院契機病名と前回入院時に最も医療資源

を投入した傷病名が同一（診断群分類番号の

上６桁が同一）である場合は、“1”（有）を

記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

 

                                                     」 

   に 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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「 

診 

療 

関 

連 

情 

報 

入院時年齢 数字   ３ 可変

１ 年齢要件が定められている診断群分類区分

の場合、入院時の患者年齢を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略しても差し支

えない。 

 

                                                     」 

を 

「 

診 

療 

関 

連 

情 

報 

入院時年齢 数字   ３ 可変

１ 年齢要件又は月齢要件が定められている診

断群分類区分の場合、入院時の患者年齢を記録

する。 

２ 入院時の患者年齢が１歳未満で記録する

場合、“０”を記録する。 

３ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

４ その他の場合は、記録を省略しても差し支

えない。 

 

                                                    」 

に改める。 

「 

診

療

関

連

情

報 

入院時月齢 数字 ２ 可変

１ 月齢要件が定められている診断群分類区分

で、入院時の患者年齢が１歳未満の場合、入

院時の患者月齢を記録する。 

２ 入院時の患者年齢が１歳以上の場合は、記

録を省略する。 

３ 記録する場合は、“０”から“１１”までの

整数を記録する。 

４ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

５ その他の場合は、記録を省略しても差し支

えない。 

 

   」 

  

を追加する。 
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２ 第１章の３（４） サ 診療関連情報レコード中の 

「 

区分番号 英数   ７ 可変

１ 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置

等及び副傷病名を定める件（平成１８年厚生

労働省告示第１４０号）で、手術、手術・処

置等１及び手術・処置等２に定められた区分

を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 区分番号が定められていない場合は、記録

を省略する。 

区分番号又は診療区

分コードのいずれか

を記録し、他方は記録

を省略する。 

                                                    」 

を 

 

「 

区分番号 英数 １０ 可変

１ 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置

等及び副傷病名を定める件（平成２０年厚生

労働省告示第９５号）で、手術、手術・処置

等１及び手術・処置等２に定められた区分を

記録する。 

２ 有効桁数が１０桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 区分番号が定められていない場合は、記録

を省略する。 

１ 区分番号又は診

療区分コードのい

ずれかを記録し、他

方は記録を省略す

る。 

２ 区分番号は、平成

２４年３月診療以

前分の場合、当時の

記録条件仕様に基

づき最大７バイト

で記録する。 

                                                    」 

に改める。  

 

 

３ 第１章の３（４） シ（イ） 包括評価レコード中の 

「 

入院期間区分別点数 数字  ５ 可変

１ 診断群分類区分及び入院期間区分に対応し

た１日当たりの包括評価点数を記録する。 

２ 有効桁数が５桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

 

                                                    」 

を 

「 

入院期間区分別点数 数字  ６ 可変

１ 診断群分類区分及び入院期間区分に対応し

た１日当たりの包括評価点数を記録する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

 

                                                    」 

に改める。 
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４ 第１章の３（４） ス（ア） 診療行為レコード中の 

「 

点数 数字   ７ 可変

１ 診療行為の点数又は金額を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数又は金額を記録しない場合は、記録を

省略する。 

 

                                                    」 

を 

「 

点数 数字   ７ 可変

１ 診療行為の点数又は金額を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数又は金額を記録しない場合は、記録を

省略する。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                    」 

に 

「 

回数 数字   ３ 可変

１ 診療行為の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

   」 

を 

「 

回数 数字   ３ 可変

１ 診療行為の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単

位内の回数は、同一

の回数を記録する。

２ 回数は、算定日情

報の１日の情報か

ら３１日の情報の

合計値と一致する。

ただし、平成２４年

３月診療以前分に

ついては、その限り

でない。 

   」 

に 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

平成２４年３月診療
分までの間記録を省
略する。ただし、診療
報酬明細書の記載要
領の規定により摘要
欄に算定日を記載す
ることとされている
項目については、コメ
ントに記録する。 
 

   」 

を 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提

供者レセプトにつ

いては、省略しても

差し支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各

規定により摘要欄

に算定日を記載す

ることとされてい

る項目については、

コメントに記録す

る。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１

日の情報の合計値

は、回数と一致す

る。ただし、平成２

４年３月診療以前

分については、その

限りでない。 

   」 

に改める。 
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５ 第１章の３（４） ス（イ） 医薬品レコード中の 

「 

点数 数字   ７ 可変

１ 医薬品の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

   」 

を 

「 

点数 数字   ７ 可変

１ 医薬品の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略する。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                   」 

に 

「 

回数 数字   ３ 可変

１ 医薬品の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

 

       」 

を 

「 

回数 数字   ３ 可変

１ 医薬品の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単

位内の回数は、同一

の回数を記録する。

２ 回数は、算定日情

報の１日の情報か

ら３１日の情報の

合計値と一致する。

ただし、平成２４年

３月診療以前分に

ついては、その限り

でない。 

                                                                                                    」 

に 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

   

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

平成２４年３月診

療分までの間記録

を省略する。ただ

し、診療報酬明細書

の記載要領の規定

により摘要欄に算

定日を記載するこ

ととされている項

目については、コメ

ントに記録する。 

 

       」  

を 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

   

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提

供者レセプトにつ

いては、省略しても

差し支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各

規定により摘要欄

に算定日を記載す

ることとされてい

る項目については、

コメントに記録す

る。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１

日の情報の合計値

は、回数と一致す

る。ただし、平成２

４年３月診療以前

分については、その

限りでない。 

                                                          」 

に改める。 
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６ 第１章の３（４） ス（ウ） 特定器材レコード中の 

「 

点数 数字  ７ 可変

１ 特定器材の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

                                                   」 

 

を 

「 

点数 数字  ７ 可変

１ 特定器材の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略する。 

点数・回数算定単位内

の最終レコードのみ

記録する。 

                                                   」 

 

に 

「 

回数 数字  ３ 可変

１ 特定器材の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

                                                    」 

を 

「 

回数 数字  ３ 可変

１ 特定器材の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁

までの記録としても差し支えない。 

１ 点数・回数算定単
位内の回数は、同一
の回数を記録する。
２ 回数は、算定日情
報の１日の情報か
ら３１日の情報の
合計値と一致する。
ただし、平成２４年
３月診療以前分に
ついては、その限り
でない。 

                                                   」 

に 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

   

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

平成２４年３月診

療分までの間記録

を省略する。ただ

し、診療報酬明細書

の記載要領の規定

により摘要欄に算

定日を記載するこ

ととされている項

目については、コメ

ントに記録する。 

 

      」  

を 
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「 

 １日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

４日の情報 

   ～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

算
定
日
情
報 

３１日の情報 数字 ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

１ 点数・回数算定単

位内の算定日情報

は、同一日に同一回

数を記録する。 

２ 平成２４年４月

診療以降分の場合

は、記録を必須とす

る。ただし、他医療

機関に係る臓器提

供者レセプトにつ

いては、省略しても

差し支えない。 

３ 平成２４年３月

診療以前分の場合

は、記録を省略して

も差し支えない。た

だし、診療報酬明細

書の記載要領の各

規定により摘要欄

に算定日を記載す

ることとされてい

る項目については、

コメントに記録す

る。 

４ 算定日情報の１

日の情報から３１

日の情報の合計値

は、回数と一致す

る。ただし、平成２

４年３月診療以前

分については、その

限りでない。 

                                                                                                      」 

に改める。 
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７ 第１章の３（４） ス（オ） 日計表レコード 

「 

レコード識別情報 英数  ２ 固定  “NＩ”を記録する。 
 

 １日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

 ２日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

 ３日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

   

 

２９日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

３０日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

３１日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 

注 出来高情報又は摘要情報（医薬品レコード）の点数及び回数が記録されているレコードの次に記録する。          

      」  

を 

 

「 

レコード識別情報 英数  ２ 固定  “NＩ”を記録する。 

 １日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ２日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ３日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

   

２９日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３０日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

３１日の情報 数字  ３ 可変
１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略する。 

平成２４年３月診

療以前分の場合記

録する。 

  注１ 平成２４年４月診療以降分の場合、当該レコードは記録しない。 

注２ 平成２４年３月診療以前分の場合、出来高情報又は摘要情報（医薬品レコード）の点数及び回数が記録

されているレコードの次に記録する。 

                                                                                                        」 

に改める。 
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８ 別表２６ 診療区分コード 

「 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０００２  インターフェロン 

０００３  ガンマグロブリン 

０００４  プロスタグランジンＩ２製剤 

０００５  化学療法 

０００６  全身麻酔 

０００７  リハビリテーション 

０００８  放射線療法 

００１０  酵素補充療法 

００１４  精神科療法 

００１７  Ａ型ボツリヌス毒素 

００１９  Ｉ１３１内用療法 

００２０  ＩＬ－２ 

００２１  ＬＨ－ＲＨ 

００２２  ｔＰＡ 

００２３  アンチトロンビンⅢ製剤 

００２４  インフリキシマブ 

００２７  抗リンパ球グロブリン 

００２８  シクロスポリン 

００３１  性腺刺激ホルモン 

００３２  ソマトスタチンアナログ 

００３４  第 XIII 因子製剤 

００３６  トラスツズマブ 

００３７  肺サーファクタント 

００３８  パリビズマブ 

００３９  人ハプトグロビン 

００４５  リツキシマブ 

００４６  化学療法あり、放射線療法なし 

００４７  化学療法あり、放射線療法あり 

００４８  化学療法なし、放射線療法あり 

００４９  エダラボン 

００５０  ベルテポルフィン 

００５２  ＩＦＮ－α 

００５３ テモゾロミド（初発の初回治療に限る。） 

００５４ カルボプラチン+パクリタキセルあり 

００５５ ペメトレキセド 

００５６ ベバシズマブ 

００５７ 
フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+

オキサリプラチンあり 

診療区分コード 

００５８ IFN-β（7日以上投与した場合に限る。） 
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コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００５９ シクロホスファミド+塩酸エピルビシンあり 

００６０ パクリタキセル又はドセタキセルあり 

００６１ ゲムツズマブオゾガマイシン 

００６２ ボルテゾミブ 

００６３ 心臓電気生理学的検査 

００６４ アダリムマブ 

００６５ アルガトロバン水和物 

００６６ イブリツモマブチウキセタン塩化イットリウム 

００６７ イブリツモマブチウキセタン塩化インジウム 

００６８ エタネルセプト 

００６９ カルボプラチン+ドセタキセル水和物あり 

００７０ サリドマイド 

００７１ スニチニブリンゴ酸 

００７２ セツキシマブ 

００７３ ソラフェニブトシル酸 

００７４ トシリズマブ 

００７５ トロンボモデュリン アルファ 

００７６ ネララビン 

００７７ プロスタグランジン製剤 

００７８ ペガプタニブナトリウム 

００７９ ペグビソマント 

００８０ メトトレキサート 

００８１ ラニビズマブ 

００８２ 三酸化ヒ素製剤 

００８３ 
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ

リン 

００８４ 成長ホルモン剤 

００８５ 動注化学療法 

００８６ ダサチニブ水和物 

００８７ ニロチニブ塩酸塩水和物 

００８８ オマリズマブ 

００８９ イマチニブメシル酸 

ＫＫＫ０  手術なし 

診療区分コード 

ＫＫ０３  補助循環加算 

                                                    」 

を 
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「 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０００２  インターフェロン 

０００３  ガンマグロブリン 

０００４  プロスタグランジンＩ２製剤 

０００５  化学療法 

０００６  全身麻酔 

０００７  リハビリテーション 

０００８  放射線療法 

００１０  酵素補充療法 

００１４  精神科専門療法 

００１７  Ａ型ボツリヌス毒素 

００１９  Ｉ１３１内用療法 

００２０  ＩＬ－２ 

００２１  ＬＨ－ＲＨ 

００２２  ｔＰＡ 

００２３  アンチトロンビンⅢ製剤 

００２４  インフリキシマブ 

００２７  抗リンパ球グロブリン 

００２８  シクロスポリン 

００３１  性腺刺激ホルモン 

００３２  ソマトスタチンアナログ 

００３４  第 XIII 因子製剤 

００３６  トラスツズマブ 

００３７  肺サーファクタント 

００３８  パリビズマブ 

００３９  人ハプトグロビン 

００４５  リツキシマブ 

００４６  化学療法ありかつ放射線療法なし 

００４７  化学療法ありかつ放射線療法あり 

００４８  化学療法なしかつ放射線療法あり 

００４９  エダラボン 

００５０  ベルテポルフィン 

００５２  ＩＦＮ－α 

００５３ 
テモゾロミド（内服薬による初発の初回治療に限

る。） 

００５４ カルボプラチン+パクリタキセルあり 

００５５ ペメトレキセドナトリウム水和物 

００５６ ベバシズマブ 

００５７ 
フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+

オキサリプラチンあり 

００５８ IFN-β（7日以上投与した場合に限る。） 

診療区分コード 

 

００５９ シクロホスファミド+塩酸エピルビシンあり 
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コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００６０ パクリタキセル又はドセタキセルあり 

００６１ ゲムツズマブオゾガマイシン 

００６２ ボルテゾミブ 

００６３ 心臓電気生理学的検査 

００６４ アダリムマブ 

００６５ アルガトロバン水和物 

００６６ イブリツモマブチウキセタン塩化イットリウム 

００６７ イブリツモマブチウキセタン塩化インジウム 

００６８ エタネルセプト 

００６９ カルボプラチン+ドセタキセル水和物あり 

００７０ サリドマイド 

００７１ スニチニブリンゴ酸 

００７２ セツキシマブ 

００７３ ソラフェニブトシル酸 

００７４ トシリズマブ 

００７５ トロンボモデュリン アルファ 

００７６ ネララビン 

００７７ プロスタグランジン製剤 

００７８ ペガプタニブナトリウム 

００７９ ペグビソマント 

００８０ メトトレキサート 

００８１ ラニビズマブ 

００８２ 三酸化ヒ素製剤 

００８３ 
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ

リン 

００８４ 成長ホルモン剤 

００８５ 動注化学療法 

００８６ ダサチニブ水和物 

００８７ ニロチニブ塩酸塩水和物 

００８８ オマリズマブ 

００８９ イマチニブメシル酸 

００９０ ゴリムマブ 

００９１ アバタセプト 

００９２ アルベカシン硫酸塩 

００９３ インフリキシマブ（強直性脊椎炎の場合） 

００９４ エクリズマブ 

００９５ エベロリムス 

００９６ ゲフィチニブまたはエルロチニブ 

００９７ ゲムシタビン塩酸塩 

００９８ テイコプラニン 

診療区分コード 

００９９ テムシロリムス 
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コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０１００ テモゾロミド（注射薬に限る。） 

０１０１ ドキソルビシン塩酸塩リポソーム製剤 

０１０２ パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 

０１０３ パニツムマブ 

０１０４ バンコマイシン塩酸塩 

０１０５ 
フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+

イリノテカン塩酸塩水和物あり 

０１０６ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 

０１０７ メトトレキサート大量療法 

０１０８ レナリドミド水和物 

０１０９ 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 

０１１０ カプセル型内視鏡 

ＤＤ０１ 血管内超音波検査等加算等 

ＫＫＫ０  手術なし 

診療区分コード 

ＫＫ０３  補助循環加算 

                                                                                                      」 

に改める。 

 



 

 

「オンラインによる一次請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに 

再請求ファイルに係る記録条件仕様（医科用）」の変更 
 

頁 変更点 

１ 

第１章 請求、返戻及び再請求に係る基本事項 
１ ファイル形態 
（3） 審査支払機関から保険医療機関への再審査等返戻 
   ～ 略 ～ 
   おって、一次請求記録条件仕様の改正に伴う請求データの取扱いは、一次請求記録条件仕様の施行後の翌月に返戻する再審査等

返戻レセプトから適用する。 
 
（4） 保険医療機関から審査支払機関への返戻分の再請求 

～ 略 ～ 
ただし、異なる審査支払機関及び異なる保険者等に再請求する場合は、一次請求分の請求ファイルを作成して請求する。 
なお、当該ファイルについては、第１章－１－（１）の請求ファイルに含めて記録することが可能である。 

20 

第２章 一次請求返戻ファイルに係る記録条件仕様 

４ 一次請求返戻ファイル 

（2）各種レコードの記録要領に関する事項 

エ 履歴管理ブロック 

(ア) 請求決定データ 

    「審査運用レコード」 

    ｄ 審査運用データ 

審査運用レコード 

 

注２ 審査支払機関使用欄の記録内容が最大バイト（１０００バイト）を超える場合、審査運用（ＥＸ）レコードは複数

レコードに記録し、審査支払機関使用欄のみの記録とする場合がある。 

なお、審査支払機関使用欄のみに記録された場合、枝番号の１の位に「１」を記録する。 

別紙３ 



 

56 

別表５ 返戻区分コード 

コード名 コード 内 容 

返戻区分コード ７ 再審査等請求における突合再審査調剤審査の返戻 

   

58 

別表９ 理由番号コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 原票種別 内 容 

１０００４９ 突合再調剤審査の再審査（調剤レセプト） 

１０００６９ 

診療内容 

・ 

事務上 突合再調剤審査の再審査（医科・歯科レセプト） 

１０００８０ 突合再調剤審査（調剤レセプト） 
理由番号コード 

１０００９０ 

突合再調剤

審査 突合再調剤審査（医科・歯科レセプト） 

   

61 

別表１５ 審査結果コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 内 容 

１０７ 請求どおり 

１０８ 査定 審査結果コード 

１０９ 

突合再審査調剤審査 

返戻 

   



 

64 

別表１７ 再審査等返戻事由コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 原票種別 内 容 

Ｓ１０４９ 

診療内容 

・ 

事務上 

突合再調剤審査の再審査 

再審査等返戻事由コード

Ｓ１０８０ 
突合再調剤

審査 
突合再調剤審査 

   

 
 



 

 

「オンラインによる一次請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに 

再請求ファイルに係る記録条件仕様（ＤＰＣ用）」の変更 
 

頁 変更点 

１ 

第１章 請求、返戻及び再請求に係る基本事項 
１ ファイル形態 
（3） 審査支払機関から保険医療機関への再審査等返戻 
   ～ 略 ～ 
   おって、一次請求記録条件仕様の改正に伴う請求データの取扱いは、一次請求記録条件仕様の施行後の翌月に返戻する再審査等

返戻レセプトから適用する。 
 
（4） 保険医療機関から審査支払機関への返戻分の再請求 

～ 略 ～ 
ただし、異なる審査支払機関及び異なる保険者等に再請求する場合は、一次請求分の請求ファイルを作成して請求する。 
なお、当該ファイルについては、第１章－１－（１）の請求ファイルに含めて記録することが可能である。 

24 

第２章 一次請求返戻ファイルに係る記録条件仕様 

４ 一次請求返戻ファイル 

（2）各種レコードの記録要領に関する事項 

エ 履歴管理ブロック 

(ア) 請求決定データ 

    「審査運用レコード」 

    ｄ 審査運用データ 

審査運用レコード 

 

注２ 審査支払機関使用欄の記録内容が最大バイト（１０００バイト）を超える場合、審査運用（ＥＸ）レコードは複数

レコードに記録し、審査支払機関使用欄のみの記録とする場合がある。 

なお、審査支払機関使用欄のみに記録された場合、枝番号の１の位に「１」を記録する。 

別紙４ 



 

64 

別表５ 返戻区分コード 

コード名 コード 内 容 

返戻区分コード ７ 再審査等請求における突合再審査調剤審査の返戻 

   

67 

別表１０ 理由番号コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 原票種別 内 容 

１０００４９ 突合再調剤審査の再審査（調剤レセプト） 

１０００６９ 

診療内容 

・ 

事務上 突合再調剤審査の再審査（医科・歯科レセプト） 

１０００８０ 突合再調剤審査（調剤レセプト） 
理由番号コード 

１０００９０ 

突合再調剤

審査 突合再調剤審査（医科・歯科レセプト） 
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別表１６ 審査結果コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 内 容 

１０７ 請求どおり 

１０８ 査定 審査結果コード 

１０９ 

突合再審査調剤審査 

返戻 
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別表１８ 再審査等返戻事由コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コード 原票種別 内 容 

Ｓ１０４９ 

診療内容 

・ 

事務上 

突合再調剤審査の再審査 

再審査等返戻事由コード

Ｓ１０８０ 
突合再調剤

審査 
突合再調剤審査 

   

 


